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政
府
は
、
次
の
事
項
に
つ
い
て
、
十
分
配
慮
す
べ
き
で
あ
る
。

一

東
日
本
大
震
災
に
よ
り
影
響
を
受
け
た
我
が
国
企
業
の
グ
ロ
ー
バ
ル
サ
プ
ラ
イ
チ
ェ
ー
ン
の
復
旧
・
復
興
に
向
け
、
国
際

協
力
銀
行
は
、
株
式
会
社
日
本
政
策
金
融
公
庫
法
又
は
株
式
会
社
国
際
協
力
銀
行
法
の
下
で
可
能
な
あ
ら
ゆ
る
ツ
ー
ル
を
駆

使
し
、
十
全
の
金
融
支
援
を
実
施
す
る
こ
と
。

一

国
際
協
力
銀
行
役
員
等
人
事
に
お
い
て
は
、
所
管
省
庁
か
ら
の
「
天
下
り
」
を
控
え
る
な
ど
、
政
府
と
し
て
不
適
切
な
人

事
の
厳
格
な
監
視
・
監
督
を
行
う
こ
と
。

一

外
国
為
替
資
金
特
別
会
計
の
外
貨
資
金
等
を
積
極
的
に
活
用
し
、
国
際
協
力
銀
行
が
民
間
金
融
機
関
を
補
完
す
る
た
め
の

パ
ッ
ケ
ー
ジ
型
イ
ン
フ
ラ
海
外
展
開
案
件
を
始
め
と
す
る
我
が
国
企
業
の
海
外
ビ
ジ
ネ
ス
支
援
を
一
層
積
極
化
さ
せ
る
よ
う

努
め
る
こ
と
。

一

我
が
国
企
業
の
海
外
事
業
に
対
す
る
効
率
的
か
つ
効
果
的
な
支
援
を
実
施
す
る
た
め
、
国
際
協
力
銀
行
は
、
世
界
で
活
躍

で
き
る
専
門
的
人
材
の
採
用
、
育
成
を
進
め
る
一
方
、
内
部
組
織
を
簡
素
か
つ
効
率
的
な
も
の
と
し
、
無
用
な
組
織
の
肥
大

化
が
生
じ
る
こ
と
の
な
い
よ
う
適
切
に
配
慮
す
る
こ
と
。

一

国
際
協
力
銀
行
が
政
府
全
額
出
資
で
あ
る
こ
と
を
踏
ま
え
、
長
期
・
大
型
案
件
等
に
係
る
バ
ラ
ン
ス
シ
ー
ト
上
の
リ
ス
ク

管
理
に
留
意
す
る
と
と
も
に
、
リ
ス
ク
資
産
の
流
動
化
等
に
よ
る
一
層
の
バ
ラ
ン
ス
シ
ー
ト
の
効
率
化
に
努
め
る
こ
と
。

一

我
が
国
の
中
堅
・
中
小
企
業
の
海
外
進
出
支
援
に
つ
い
て
は
、
融
資
ス
キ
ー
ム
の
活
用
の
み
な
ら
ず
、
情
報
提
供
や
相
談

事
業
の
拡
充
を
図
る
こ
と
。

一

株
式
会
社
日
本
政
策
金
融
公
庫
は
、
株
式
会
社
国
際
協
力
銀
行
の
設
立
の
準
備
期
間
に
お
い
て
、
円
滑
な
分
離
を
実
現
す

る
た
め
最
大
限
の
配
慮
を
行
う
こ
と
。

右
決
議
す
る
。


